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堺市告示第１８４号 

 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項及び第４９条の７第 

１項の規定に基づき、次のとおり各施設を指定緊急避難場所又は指定避難所（福祉避難所） 

として指定したので、同法第４９条の４第３項（同法第４９条の７第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

  

【指定】 

１ 大浜体育館・大浜武道館            指定緊急避難場所（津波） 

 ［合計１か所］ 

 

 

 

堺市告示第１８５号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき、特定有害

物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指定するので、同条第３項に

おいて準用する同法第６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

堺市堺区匠町１番３及び１番４並びに１番６、１番11、４番及び５番の各々の一部

（次頁図面参照） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合して

いない特定有害物質の種類 

鉛及びその化合物 
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砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

 

３ 土壌汚染対策法施行規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 
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堺市公報 第168号   令和３年５月７日 

5 

堺市告示第１８６号 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路の区域を次のよう

に変更して、告示の日から供用を開始する。 

その関係図面は、堺市建設局土木部路政課において、告示の日から１４日間一般の縦覧

に供する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 道 路 の 種 類  市道 

 

２ 路 線 名  別紙調書のとおり 

 

３ 敷地の幅員及びその延長  別紙調書のとおり 

 

４ 供 用 開 始 の 区 間  別紙調書のとおり 
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堺市公告第２７６号 

 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３

７２号）の適用を受ける調達契約に係る落札者等について、堺市物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める規則（平成１８年規則第１８号）第１２条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 落札に係る調達物品の名称及び数量 

はしご水槽付消防ポンプ自動車（15ｍ級） １台 

 

２ 契約に関する事務を担当する局部課の所在地及び名称 

堺市堺区南瓦町３番１号 

財政局契約部調達課 

 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年４月13日 

 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社モリタ 関西支店 

  支店長 土居 典生 

兵庫県三田市テクノパーク２番地の３ 

 

５ 落札金額 

  ￥98,780,000－（取引に係る消費税額等を含む。） 

 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

 

公  告 
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７ 一般競争入札の公告を行った日 

  令和３年２月24日 

 

 

 

堺市公告第２７７号 

 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３

７２号）の適用を受ける調達契約に係る落札者等について、堺市物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める規則（平成１８年規則第１８号）第１２条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 落札に係る調達物品の名称及び数量 

水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅰ－Ａ型） １台 

 

２ 契約に関する事務を担当する局部課の所在地及び名称 

堺市堺区南瓦町３番１号 

財政局契約部調達課 

 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年４月15日 

 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ナカムラ消防化学 大阪営業所 

  所長 中頭 徹男 

大阪府大阪市西淀川区大和田５丁目21番20号102  

 

５ 落札金額 

  ￥44,858,000－（取引に係る消費税額等を含む。） 

 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 
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７ 一般競争入札の公告を行った日 

  令和３年３月３日 

 

 

 

 

 

 

堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公

営に関する規程等の一部を改正する規程を公布する。 

   令和３年５月７日 

                          堺市選挙管理委員会 

委員長 中 井 國 芳    

堺市選挙管理委員会規程第２号 

 

 

堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び 

ポスターの作成の公営に関する規程等の一部を改正する規程 

 

 （堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の

公営に関する規程の一部改正） 

第１条 堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作

成の公営に関する規程（平成５年選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正

する。 

様式第１号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

「 法人にあっては所在地、   「（法人にあっては所在地、 

名称及び代表者の氏名   」   名称及び代表者の氏名）」  「   

「契約」に、「借入れ期間」を「借入期間」に改め、「ｌ」を削り、同様式の備考に次

のように加える。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第２号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

削り、「使用契約」を「使用の契約」に、「規約」を「契約」に、「借入れ期間」を「借

選挙管理委員会規程 

を に、「規約」を削り、 
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入期間」に改め、「ｌ」を削り、同様式の備考に次のように加える。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

  様式第３号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

削り、同様式の備考に次のように加える。 

６ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第４号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改める。 

様式第５号（甲）の表面中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改

め、「㊞」を削り、「（注）」を「注意」に改める。 

様式第５号（乙）中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」

を削り、「l」を「ℓ」に改める。 

様式第５号（丙）中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」 

 を削り、 

「    「    

 

 

備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 を  

 

備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 に 

  」    」  

改める。 

様式第６号中「㊞」を削り、「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に

改め、同様式の備考（（別紙）その３の備考を除く。）に次のように加える。 

４ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本

人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。た
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だし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。 

様式第７号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第８号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第９号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を

削り、同様式の備考４中「すべて」を「全て」に改め、同様式の備考に次のように加え

る。 

５ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第10号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改める。 

様式第11号中「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改め、「㊞」を 

削る。 

様式第12号中「㊞」を削り、「選挙  （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に

改め、同様式の備考（別紙の備考を除く。）に次のように加える。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本

人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。た

だし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。 

（堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施

行規程の一部改正） 

第２条 堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条

例施行規程（平成20年選挙管理委員会規程第１号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中 
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「  年  月  日執行   「  年  月  日執行 

選挙    （選挙区） 」    選挙（  区選挙区）」 

同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第２号中 

「  年  月  日執行   「  年  月  日執行 

選挙    （選挙区） 」    選挙（  区選挙区）」 

同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第３号中 

「  年  月  日執行   「  年  月  日執行 

選挙    （選挙区） 」    選挙（  区選挙区）」 

同様式の備考に次のように加える。 

４ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置

がある場合は、この限りではありません。 

様式第４号中「選挙    （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」に改める。 

様式第５号中 

「  年  月  日執行   「  年  月  日執行 

選挙    （選挙区） 」    選挙（  区選挙区）」 

同様式の備考３中「ポスター作成業者」を「ビラ作成業者」に改める。 

様式第６号中「㊞」を削り、「選挙    （選挙区）」を「選挙（  区選挙区）」

に改め、同様式の備考（別紙の備考を除く。）に次のように加える。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本

人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。た

だし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。 

（堺市選挙関係事務執行規程の一部改正） 

を に改め、「㊞」を削り、

に改め、「㊞」を削り、を

を に改め、「㊞」を削り、

を に改め、「㊞」を削り、
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第３条 堺市選挙関係事務執行規程（平成20年選挙管理委員会規程第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「看板の」の次に「類の」を加える。 

第42条中「署名押印の上」を削る。 

第62条中「記名押印」を「記載」に改める。 

様式第８号中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次

のように加える。 

２ 候補者本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申し出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第８号の２中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考

に次のように加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第９号中「㊞」を削り、注書２を注書３とし、注書１の次に次のように加える。 

２ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者又は推

薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第10号中「㊞」を削り、注書３を注書４とし、注書２を注書３とし、注書１の次

に次のように加える。 

２ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確書類の提示又は提

出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び

当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者又は推薦

届出者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

  様式第11号及び様式第12号中「㊞」を削る。 

様式第18号中「㊞」を削り、「第５条」を「第５条第１項」に改め、同様式の備考を

同様式の備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第20号中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次
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のように加える。 

２ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第21号中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次

のように加える。 

２ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第22号（甲）から様式第23号（乙）までの様式中「㊞」を削る。 

様式第26号（甲）中 

「何施設管理者            「施設の名称 

        氏     名 印 」  施設管理者  氏     名 印 」 

「午前（後）  時  分より」を「午前（後）  時  分から」に、「制限許可に

あっては、その条件」を「制限許可にあってはその条件」に改める。 

様式第26号（乙）中 

「何 施設管理者           「施設の名称 

       氏      名 印 」  施設管理者  氏     名 印 」 

「制限許可にあっては、その条件」を「制限許可にあってはその条件」に改める。 

様式第27号（甲）中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備

考に次のように加える。 

２ 候補者本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が申し出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認

書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合は、この限りではない。 

様式第27号（乙）中「㊞」を削り、同様式の注書を同様式の注書１とし、同様式の注

書に次のように加える。 

２ 候補者又は候補者届出政党、名簿届出政党等の代表者本人が申し出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が申し出る場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

うこと。ただし、候補者又は候補者届出政党、名簿届出政党等の代表者本人の署

名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第29号を次のように改める。 

（次のよう 別記） 

を に、 

を に、 
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様式第30号中 

「何施設管理者            「施設の名称 

   氏          名 印 」  施設管理者  氏     名 印 」 

「ご記入」を「記入」に改める。 

様式第32号（甲）及び様式第32号（乙）中「㊞」を削る。 

様式第34号中「第121条第１項」を「第121条」に改める。 

様式第37号中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次

のように加える。 

２ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者又は推

薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

３ 推薦届出者が届け出るときは、出納責任者の選任について候補者の承諾を得た

ことを証明する書面を添えること。この場合において、推薦届出者が２人以上あ

る場合は、併せてその代表者であることを証明する書面も添えること。 

  様式第38号中「㊞」を削り、同様式の備考を同様式の備考１とし、同様式の備考に次

のように加える。 

２ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者又は推

薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

３ 推薦届出者が届け出るときは、出納責任者の選任について候補者の承諾を得た

ことを証明する書面を添えること。この場合において、推薦届出者が２人以上あ

る場合は、併せてその代表者であることを証明する書面も添えること。 

様式第39号中「㊞」を削り、同様式の備考を備考１とし、同様式の備考に次のように

加える。 

２ 出納責任者職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代

理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その

他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第40号中「㊞」を削り、同様式の備考を備考１とし、同様式の備考に次のように

加える。 

２ 出納責任者職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代

理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その

他の措置がある場合は、この限りではない。 

を に、 
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様式第44号中「政治団体名」を「政党その他の政治団体名」に改め、「㊞」を削り、

同様式に注書として次のように加える。 

注意 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第45号中「政治団体名」を「政党その他の政治団体名」に改め、「㊞」を削り、

「第57条第２項」を「第56条第２項」に改め、同様式に注書として次のように加える。 

注意 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第46号中「政治団体名」を「政党その他の政治団体名」に改め、「㊞」を削り、

同様式に注書として次のように加える。 

注意 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第49号中「㊞」を削り、同様式の備考を備考１とし、同様式の備考に次のように

加える。 

２ 政党その他の政治団体の代表者本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が申し出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第52号を次のように改める。 

（次のよう 別記） 

  様式第54号中「政治団体名」を「政党その他の政治団体名」に改め、「㊞」を削り、

同様式の備考を備考１とし、同様式の備考に次のように加える。 

２ 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第55号中「政治団体名」を「政党その他の政治団体名」に改め、「㊞」を削り、

同様式に注書として次のように加える。 

注意 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及
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び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の

政治団体の代表者の署名その他の措置がある場合は、この限りではない。 

様式第57号中「㊞」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成

され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程

の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 
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堺市農業委員会告示第５号 

 

堺市農業委員会総会を招集するので、堺市農業委員会総会規則（昭和３８年農業委員会

規則第３号）第２条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

令和３年５月７日 

 

堺市農業委員会       

会長 檀 野 隆 一    

 

［日時］ 

令和３年５月13日（木）午後１時30分 

［場所］ 

市役所高層館12階 農業委員室 

［付議すべき事項］ 

１ 農地法第３条の規定による許可申請について 

２ 農地法第４条及び第５条の規定による許可申請について 

３ 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

４ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に対する事務局長専決処分の報告につい 

て 

５ その他 

農業委員会告示 


